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　　日本語ボランティア入門講座受講生

（0422）局番（新町の一部地域）から電話の際は、市外局番（042）をつけておかけください。

平成24年5月1日号

　　　祝日にごみ・資源物を出しても
よいのですか。
　　　市では、祝日でもごみ・資源物
収集は通常どおり行っています。
土・日曜日の収集業務はありません。
年末年始のごみ・資源物収集日程は市
報でもお知らせしていますが、ごみ・
資源物収集日程（カレンダー）にも掲載
しています。
　　　スプレー缶・簡易ガスボンベ・
ライター・乾電池・蛍光管・白熱電球・
LED電球などの出し方は。
　　　スプレー缶・簡易ガスボンベ・
ライター…できるだけ使い切って「瓶・
缶・ペットボトル」の回収日に透明・
半透明の袋に入れて資源カゴの脇に置
いてください。不燃ごみに混入すると
車両火災の原因となり危険です。使い

切っていないものでも穴を開けずにお
出しください。
乾電池・蛍光管・水銀体温計…隔週の
不燃ごみの日に透明・半透明の袋に入
れてお出しください。
白熱電球・LED電球…不燃ごみとして
黄色い指定袋に入れてお出しください。
　　　ごみ資源物収集日程表はどこに
置いてありますか。
　　　エコプラザ西東京、田無・保谷
両庁舎、出張所、各公民館、各福祉会
館、東伏見ふれあいプラザ、東伏見コ
ミュニティセンター、北町ふれあいセ
ンターに置いてあります。
　これからもごみの減量・資源化にご
協力をお願いします。
◆ごみ減量推進課
  （p042－438－4043）

❖東京都直接募集
□募集内容
①家族向け・単身者向け
②定期使用住宅
③若年ファミリー向け
※詳しくは募集案内をご覧ください。
□配布期間　５月７日㈪～15日㈫午
前８時30分～午後５時（土・日曜日を
除く）
□配布場所　保谷庁舎１階業務案内窓
口、田無庁舎２階ロビー、柳橋・ひば
りヶ丘駅前出張所
※都庁、東京都住宅供給公社募集セン
ター、同窓口センターでも配布します。
※申込書などは、募集期間中のみ同公
社khttp://www.to-kousya.or.jp/
からダウンロードすることができます。
i５月18日㈮（必着）までに、渋谷郵

便局へ郵送。
j東京都住宅供給公社募集センター
（募集案内の配布期間中はp0570－
010810、それ以外はp03－3498－
8894）
❖西東京市地元募集
□募集内容　家族向け２戸
※詳しくは募集案内をご覧ください。
□配布期間　５月22日㈫～30日㈬午
前８時30分～午後５時（土・日曜日を
除く）
□配布場所　保谷庁舎１階業務案内窓
口、田無庁舎２階ロビー、柳橋・ひば
りヶ丘駅前出張所
i６月４日㈪（必着）までに、〒202－
8555市役所都市計画課へ郵送。
◆都市計画課 o（p042－438－4050）

　３月29日の市議会で同意され、
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ますみ氏が教育委員
として就任されました（任期：３月
31日から平成28年３月30日まで）。
　３月31日に開催された教育委員
会臨時会の選挙において、竹尾格氏
が教育委員長に再任されました（任
期：３月31日から平成25年３月30
日まで）。
　また、４月１日付の人事異動に伴
い、池
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教育部長が教育長の職
務を代理することになりました（職
務代理期間：４月１日から教育長選
任の日まで）。
◆教育企画課 o
  （p042－438－4070）

震災用井戸協定締結ご協力のお願い
　震災時に水道水の確保が困難になった
場合、周辺市民の生活用水（飲用以外の
目的で、トイレや洗濯などに活用する水）
を確保するために、協定により市民の方
が所有する井戸を震災用井戸として指定
しています。
　震災用井戸については、市は次の対応
をさせていただきます。
①毎年１回の水質検査
②井戸の維持管理に要する費用の一部と
して、保存助成費の交付
　市内に井戸を所有していて、まだ震災
用井戸の協定を締結されていない方は、
ご協力をお願いします。
◆危機管理室 o（p042－438－4010）

公共下水道への切り替えを
　公共下水道は自然や住宅環境を守り、
環境衛生の向上のために整備されていま
す。現在、市内のほぼ全域で公共下水道（汚
水）の利用ができますが、まだ浄化槽・く
み取りなどを利用している方は、早い時期
に公共下水道へ切り替えをお願いします。
　切り替え工事は、市の指定下水道工事
店（市kでご覧になれます）を通じてお
申し込みください。
◆下水道課 o（p042－438－4058）

保谷こもれびホール
指定管理者を指定
　平成24年第１回西東京市議会定例会
の議決を経て、現行の指定管理者に代わ
り次のとおり指定しました。
□指定管理者名称　JNS共同事業体（代
表：㈱JTBコミュニケーションズ）
□指定期間　平成25年４月１日～平成
30年３月31日
◆文化振興課 o（p042－438－4040）

西東京市地域福祉計画策定・
普及推進委員会の市民委員

募　集

□資格・人数　18歳以上で、市内在住・
在勤・在学の方・２人
※ほかの審議会委員などとの兼任はでき
ません。
□任期　５月から２年間
□会議数　５回程度（平日夜間）
□謝礼　１回2,000円
□選考方法　「地域で自らが実践しているこ
とおよび地域福祉の推進について思うこと」
をテーマとした作文（800字程度）による選考
i５月18日㈮（必着）までに、作文に住
所・氏名・生年月日・電話番号を明記し、
〒202-8555市役所生活福祉課へ郵送ま
たは直接持参（保谷庁舎１階）。
◆生活福祉課 o（p042－438－4024）

男女平等推進センター
企画運営委員会委員
□業務内容　男女平等推進センターの年
間の事業を企画・計画し、必要な事項を
協議し、運営する。
□資格・人数　18歳以上で市内在住・
在勤・在学の方・８人
□任期　２年（最長４期８年、再任を妨げない）
□謝金　日額2,000円
□選考方法　「男女平等推進センターの
未来像について」をテーマとした作文
（800～1,000字程度）による選考
i５月15日㈫（必着）までに、作文に氏
名・住所・年齢・電話番号を明記し、〒202
－0005住吉町６－15－６住吉会館ルピ
ナス内　男女平等推進センターパリテへ
郵送、Eメ－ルまたは直接持参。
◆男女平等推進センター
  （p042－439－0075・
　mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）
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□2012年度日本語ボランティア入門講座スケジュール（予定）
日時・場所 講座名 講　師

① ５月12日㈯午後２時～
４時・フレンドリー

多文化共生社会と地域日
本語教育 国立国語研究所　野山広さん

② ５月17日㈭午後２時～
４時・イングビル

西東京市の外国人・支援
ボランティア

西東京市職員、日本語ボラ
ンティア

③ ５月24日㈭午後３時～
５時・フレンドリー

異文化コミュニケーショ
ンワークショップ

千駄ヶ谷日本語教育研究所
宮崎妙子さん

④ ５月31日㈭午後２時～
４時・イングビル

多文化共生社会の日本語
（１）

㈳アクラス日本語教育研究
所　嶋田和子さん

⑤ ６月７日㈭午後２時～
４時・保谷庁舎

新しい在留制度に伴う外
国人の状況と課題 弁護士　大木和弘さん

⑥ ６月14日㈭午後２時～
４時・イングビル

多文化共生社会の日本語
（２）

㈳アクラス日本語教育研究
所　嶋田和子さん

⑦ ６月～７月・各日本語教
室 日本語教室見学・体験

⑧ ７月５日㈭午後２時～
４時・田無庁舎 日本語教室見学のふりかえり

⑨
７月12日㈭午前９時30
分～11時30分・保谷庁
舎

誰もが利用できる言語
サービス～東日本大震災
から

東京女子大学　松尾慎さん

NIMIC、西東京市職員

⑩ ７月19日㈭午後２時～
４時・保谷庁舎

やさしい日本語リライト
ワークショップ

かながわ開発教育研究セン
ター（K・DEC） 木下理仁さん

※①⑤⑨⑩は公開講座

都営住宅の入居者を募集
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　外国人住民が地域で安心して生活で
きるように日本語学習を支援する「日
本語ボランティア」の入門講座を開催
します。受講後は地域でボランティア
として活動していただきます。
□講座の日程（予定）　下表のとおり
※いずれも、講演またはワークショッ
プを交えた内容です。
d①外国籍住民の日本語学習支援活
動に関心があり、講座修了後の活動が
可能な方

②全10回の講座のうち、８回以上出
席できる方
e40人
i５月12日㈯に行う第１回の講演会
（下表参照）終了後に、説明会および受
講申し込みの受け付けを行います。
当日直接会場へ
□共催　NPO法人西東京市多文化共
生センター（NIMIC）
◆文化振興課 o
  （p042－438－4040）

図書館が
特別整理休館します

　蔵書点検のため、下記の日程で順
次休館します。該当館以外は開館し
ていますので、そちらのご利用をお
願いします。なお、ひばりが丘・柳
沢・保谷駅前図書館は予約棚システ
ムなどの導入に伴う改修工事のため、
通常より長く休館します。
　ご理解とご協力をお願いします。
◆中央図書館
  （p042－465－0823）

館　名 特別整理休館期間
芝久保 ５月14日㈪～21日㈪
谷戸 ５月21日㈪～28日㈪
ひばりが丘 ５月28日㈪～６月７日㈭
柳沢 ６月４日㈪～18日㈪
保谷駅前 ６月11日㈪～21日㈭

中央・
新町分室 ６月21日㈭～27日㈬

　社会福祉法人などによる利用者負担軽
減制度に加え、平成24年度から新たに
市独自の制度として、生計の維持が困難
な方が介護保険の訪問看護サービスを利
用された場合に自己負担分の一部を補助
することになりました。

※住民税が世帯非課税であり、収入・預
貯金・扶養などの要件があります。
　申請方法については市報７月15日号
でお知らせする予定です。
◆高齢者支援課 o
　（p042－438－4030）

介護保険サービス利用者の負担額を軽減

募集


